
　

昭
和
50
年
以
前
に
製
造
さ
れ

た
コ
ン
デ
ン
サ
は
保
安
装
置
が

内
蔵
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
コ
ン
デ
ン
サ
は
、
経
年
劣

化
に
よ
り
出
火
す
る
危
険
が
あ

り
、
特
に
気
温
が
高
い
６
月
か

ら
９
月
に
多
く
発
生
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
建
物
に
設
置
さ

れ
て
い
る
配
電
盤
な
ど
の
コ
ン

デ
ン
サ
を
確
認
し
、
コ
ン
デ
ン

サ
の
使
用
の
停
止
・
交
換
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

※
福
山
地
区
消
防
局
で
は
管
内

の
各
事
業
所
へ
立
ち
入
り
検
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に

消
防
車
で
行
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
災
害
発
生
時
に

迅
速
に
対
応
す
る
た
め
で
す
。

　

テ
ナ
ン
ト
の
入
居
や
建
物
の

増
改
築
、
用
途
の
変
更
な
ど
で
、

知
ら
な
い
間
に
消
防
法
違
反
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
建
物

に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず

消
防
署
と
相
談
し
て
必
要
な
届

け
出
な
ど
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
山
地
区
消

防
局
予
防
課
（
☎
０
８
４-

９

２
８-
１
１
９
２
）

　

梅
雨
入
り
に
備
え
、
地
域
や

家
庭
で
土
砂
災
害
や
風
水
害
へ

の
備
え
を
学
べ
る
よ
う
、
広
島

県
が
作
成
し
た
教
材
冊
子
を
希

望
者
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
冊
子
を
活
用

し
て
、
身
の
周
り
の
危
険
箇
所

・
避
難
場
所
や
避
難
経
路
の
確

認
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
申
込

書
は
、
広
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
冊
子
と

同
じ
も
の
も
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
限　
６
月
６
日（
水
）

問
い
合
わ
せ
先　

広
島
県
危
機

管
理
監
減
災
対
策
推
進
担
当

（
☎
０
８
２-

５
１
３-

２
７

８
１
）

年金事務所での相談・手続は予約でスムーズに！軽自動車税の納税通知書を
発送しました

　屋内階段が１つの建物の地下や３階以上に不特定

多数の人が利用する飲食店や物販店などが入ると、

建物の大きさに関係なく自動火災報知設備などの設

置が必要になることがあります。

消防署に相談が必要な変更例

消
防
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

広
島
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

業
務
用
冷
蔵
庫
や
モ
ー
タ

ー
を
使
う
電
気
機
器
を
使

用
し
て
い
る
人

テ
ナ
ン
ト
の
入
居
や
建
物

の
増
改
築
な
ど
の
予
定
が

あ
る
人

広
島
県
「
み
ん
な
で
減
災
」

　５月１日に軽自動車税の納税通知書を発
送しました。納期限内に納税をお願いします。
納期限　５月31日（木）
３輪以上の軽自動車の税率

　電気自動車、天然ガス自動車、排出ガス
基準や燃費基準を満たした車両には、グリ
ーン化特例として、初年度は軽課税率が適
用されます。また、初度検査から13年経過
した車両には、重課税率が適用されます。
問い合わせ先　税務課（☎４３-７１２１）
◎自動車税の納税通知書の送付は５月中旬です

納期限　５月31日（木）
問い合わせ先　東部県税事務所課税第二課
　（☎０８４-９２１-１３１１）

　窓口の一部を予約制としています。予約なしでも相
談・手続きはできますが、予約の人が優先になります。
相談時間　月曜日８時30分～19時、火～金曜日８時30
　分～17時15分
■予約の手順

◎休日年金相談窓口を開設しています

とき　５月12日（土）９時30分～16時
相談料　無料
ところ・問い合わせ先　
　備後府中年金事務所（☎４１-７４２１）

年金手帳ま

たは年金証

書を準備の

上、年金事

務所へ電話

してください。

自動音声案

内に従って、

選択してく

ださい。

年金相談予

約と伝えて

いただき、

予約担当の

質問に答え

てください。

検索みんなで減災　はじめの一歩

地
域
や
会
社
で
防
災
を

考
え
よ
う

屋
内
階
段
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